
県民意見整理台帳 

「第３次神奈川県食育推進計画（素案）」に関する 

意見募集及び県民意見の計画への反映状況 

 

 

(1) 意見募集期間 平成 29 年 12 月 20 日（水）～平成 30 年１月 21 日（日） 

 

(2) 意見募集の結果 意見件数 39 件 

意見提出者数 ５団体・個人（団体２、個人３） 

 

(3) 意見内容の概要及び意見の反映状況 

・意見内容の分類 

区分 件数 

ア 計画策定の趣旨に対する意見 ５件 

イ 食をめぐる現状に対する意見 ４件 

ウ 県が目指す食育の方向に対する意見 ８件 

エ 施策展開等に関する意見 ９件 

オ 参考（第２次計画の成果と課題等）に対する意見 ６件 

カ その他 ７件 

計 ３９件 

 

・意見の反映状況 

区分 件数 

Ａ 新たな計画案に反映しました。 ９件 

Ｂ 新たな計画案には反映していませんが、ご意見の

あった施策等は既に取り組んでいます。 
５件 

Ｃ 今後の政策運営の参考とします。 ７件 

Ｄ 反映できません。 ５件 

Ｅ その他（感想、質問等） １３件 

計 ３９件 

 

 

平成 30 年３月 

神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課 



第３次神奈川県食育推進計画（素案）に関する意見及び意見に対する県の考え方 

 

（反映区分） 

Ａ 新たな計画案に反映しました。 

Ｂ 新たな計画案には反映していませんが、ご意見のあった施策等は既に取り組んでいます。 

Ｃ 今後の政策運営の参考とします。 

Ｄ 反映できません。 

Ｅ その他（感想、質問等） 

〔注〕文章内に記載されたページついては、計画（成案）を反映したものとなっているため、

素案でお示しした時点のページとは異なります。 

 

番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

1 カ 

 食を巡る状況の認識から、「おう

ちでいただきますの日」を「みんな

でいただきますの日」とすることに

ついて、方向性は是であるが、友人

や仲間との会食やご近所、地域コミ

ュニティでの食事会などグループ

や地域で支え合う共に食事をとる

場づくりと併せて、一緒に食べる

「共食」から、「食行動（食事を作

る行動や情報の交換・形成にかかわ

る行動も含む）の共有」することを

「仲間、学ぶ仲間、仕事する仲間、

地域の人々」と共有する「共食」と

視点を広げ、多様な共食を考えるこ

とが必要ではないか。 

 共食はその人の食生活を豊かに

するだけでなく、例えば高齢者であ

れば高齢者自身が地域の中で情報

の発信者となり、地域社会の活性化

―社会貢献の担い手ともなるきっ

かけをもたらす。 

 

Ｂ 

 共食の中には、献立を考える・食事

を作る・後片付けをする等の行動も、

食事を共にする一連のコミュニケー

ションに含まれると考えています。 

 「みんなでいただきますの日」の呼

びかけについては、共に食事をする

ことで得られる食体験などの効果や

重要性も普及してまいります。 

 

  



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

2 ア 

 神奈川県が「食みらいかながわプ

ラン 2013」を策定し、関係機関、団

体と連携しながら、「食育」を県民

運動として推進してきたことによ

り、県内すべての市町村において食

育推進計画が策定され、全ての公立

小・中学校において食に関する年間

指導計画が策定されるなど、枠組み

として大きな進展を作り出してき

たことを評価する。 

 しかしながら、内容を見ると野菜

摂取、食生活の質の劣化、食品ロス

など、食の大切な課題は前進が見ら

れておらず、第３次神奈川県食育推

進計画作成にあたり、課題として記

述したことに賛成する。 

 

Ｅ 

お考えとして承ります。 

3 カ 

 神奈川県は知事の意向もあり「未

病」という言葉を使うが、県民には

あまり浸透しているとは言い難い。

高齢者が増えている日本社会とし

て高齢者の健康づくりが大きなテ

ーマとなってきており、健康な状態

と日常生活でサポートが必要な介

護状態の中間を意味する「フレイ

ル」が多く使われるようになってい

る。フレイルに早く気付き、正しく

介入（治療や予防）することが重要

である。 

 従って、未病のところにフレイル

についても関連立てで記述をする

と理解が進むのではないか。 

 

Ｃ 

フレイル対策は、ライフステージ

に応じた未病対策における介護予

防・軽度認知障害対策として、「かな

がわ健康プラン 21（第２次）」に位

置づけて推進しているところです。 

 フレイルと未病の関連性に食の要

素も含まれますが、主に健康づくり

の問題であるため、食育計画の中に

記述することは困難です。ご意見を

参考に、今後も県はフレイル対策を

推進してまいります。 

  



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

4 イ 

 「食塩のとりすぎは高血圧症、ひ

いては脳卒中や心臓病を起こしや

すくすると言われています。」と記

述があり、実際の食塩摂取量データ

を記すならば、ここに望ましい摂取

量も記述すると理解が進む。（22ペ

ージに記述あり） 

 厚生労働省が 2014 年３月に発表

した「日本人の食事摂取基準（2015

年版）策定検討会」の報告書によれ

ば、18 歳以上の男性は１日当たり

8.0ｇ未満、18 歳以上の女性は１日

当たり 7.0ｇ未満という目標量が定

められている。さらに、日本高血圧

学会減塩委員会は、高血圧予防のた

めに、１日６ｇ未満という制限を勧

めている。 

 

Ｂ 

 本計画では、食塩の１日当たりの

目標値を、男女とも８ｇ未満として

おり、調査結果も「食塩１日摂取量が

８ｇ未満の人の割合」を掲載してい

ることから、厚生労働省が発表して

いる日本人の食事摂取基準にある成

人の目標量（男性８ｇ、女性７ｇ）を

記載すると、本計画の目標値と異な

るため、混乱する懸念があります。 

記載はこのままとさせていただ

き、望ましい摂取量は、22 ページに

掲載している「おいしく・楽しく・き

ちんと食べよう」のコラムに、参考情

報として記載することでご理解いた

だければと考えます。 

5 イ 

 ４の意見と同様に、朝食の重要性

について 38 ページに記述はある

が、朝食欠食が問題ならば何故食べ

て欲しいのかをここに簡潔に記し

ておくと理解が進む。 

Ａ 

 「朝食を食べないと、午前中は体温

が上がらないため体が目覚めず、脳

のエネルギーが不足しているため集

中力や記憶力の低下につながり、元

気に活動できません。」を追加しまし

た。 

 

6 イ 

 ４、５の意見と同様に、何故肥満

や低体重が問題なのかをここに簡

潔に記しておくと理解が進む。 
Ａ 

 「肥満は、心筋梗塞や脳卒中などの

リスクが高まり、低体重も、栄養が十

分に摂れていないことで、体の冷え

や様々な体の不調が起こりやすくな

ります。」を追加しました。 

 

  



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

7 エ 

 資本系列の枠を超えて小売業が

連携して中心となり「売り場」を通

じた食育運動を展開しているのは、

日本全国でも「神奈川・食育をすす

める会」だけである。県民にアピー

ルするためには食育フェスタとい

う形もいいが、「ふだんの売り場で

の食育」活動の推進のために、県や

県立保健福祉大学との更なる連携

の発展を望む。 

 

Ｂ 

 お考えとして承ります。また、県民

の食育推進をいろいろな場面で展開

できるよう、一層の連携に努めてま

いります。 

8 カ 

 「地産地消」について、神奈川県

都市農業推進条例で説明をしてい

るが、農業であれば中山間地におい

ても地産地消が位置づけられてい

るし、水産業においても同様の筈で

ある。都市農業で語るのでは不十分

ではないか。 

 

Ａ 

「県では、「かながわ農業活性化指

針」や「かながわ水産業活性化指針」

を定め、県内全域を範囲として地産

地消の推進に取り組んでいます。」に

修正しました。 

9 エ 

 県民に期待される取組に記載の、

【伝える】について、「家庭での食

事を通して」では現実的に不十分な

ので、家庭だけでなく、学校、地域

など共食の場も位置づけが必要で

はないか。 

 

Ｂ 

 食文化や食習慣、食事マナーは、家

庭だけでなく学校、団体、自治会、事

業所等あらゆる場での展開を想定し

ていますが、その一例として家庭を

記載しております。 

10 オ 

 食育推進計画の問題意識の中に

食品ロスが出ているが、「食を大切

にする心を育てる」の中で、学校以

外でも展開する必要があるのでは

ないか。 

 

Ｂ 

 第３次計画では、食品ロス削減に

関する普及啓発は、地域、職場等とい

った学校以外でも展開してまいりま

す。 

  



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

11 オ 

 共食について、「食を共にする

こと、家族や仲間などと食卓を囲

んで、共に食事をとりながらコミ

ュニケーションを図ること」では

概念が狭くないか。「食行動（食

事を作る行動や情報の交換・形成

にかかわる行動も含む）の共有」

を「仲間、学ぶ仲間、仕事する仲

間、地域の人々」と共有する「共

食」に視点を広げ、多様な共食を

考えることが必要ではないか。 

 

Ｃ 

 共食の中には、献立を考える・食

事を作る・後片付けをする等の行動

も、食事を共にする一連のコミュニ

ケーションに含まれると考えていま

す。 

 「みんなでいただきますの日」の

呼びかけについては、共に食事をす

ることで得られる食体験などの効果

や重要性も普及してまいります。 

  



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

12 エ 

 第２次計画の指標の 16 番「農林

水産業の体験をしたことがある県

民の割合」…平成 28 年度 58.7％に

対して、25ページの第３次計画の指

標の 13 番「農林水産業の体験や伝

統ある食文化を伝えていく機会や

場があることに満足している県民

の割合」は 5.5％（平成 24-28年）

と低い。 

 また、第２次計画の指標の 17 番

「地元産の農産物の優先的な購入」

…平成 28年度 64.2％に対して、25

ページの第３次計画の指標の 14 番

「地元で取れた新鮮な野菜や魚を

食べられることに満足している県

民の割合」は（平成 24-28 年）25.0％

と低い。 

 このことから、県民は、体験でき

る環境・購入できる環境にあること

への感謝の気持ちが低いことが伺

える。 

そこで、第３次の県の取組として

は、単に「農林漁業体験の推進」「地

産地消推進のための取組支援」（50、

51 ページのライフステージごとの

テーマと取組例）にとどまらず、県

民の意識改革につながるような取

組を期待したい。 

このことが、基本方針『（３）食

への理解を深め「神奈川の食」に親

しむ』の中の「食を取り巻く環境へ

の配慮」（特に自然環境）につなが

ると思う。 

 

Ｃ 

 お考えとして承ります。引き続き

地産地消や生産者との交流を進め、

食や農林水産業への理解促進に努め

てまいります。 

  



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

13 ウ 

 指標「農林水産業の体験や伝統あ

る食文化を伝えていく機会や場が

あることに満足している県民の割

合」の意味について、前半は体験す

る側、後半は伝える側となってお

り、わかりづらい。 

 伝統ある食文化を伝えていくの

は「ライフステージごとのテーマと

取組例」によると壮年期と高齢期。

「農林水産業を体験したり伝統あ

る食文化に触れる機会や場がある

ことに満足している」とすれば他の

世代も回答しやすいのではないか。 

 

Ｃ 

 ご意見を参考に、指標の修正を検

討します。 

14 カ 

 「食育」の説明として、国での取

組や県としての食育推進の取組が

記載されていますが、これらも本来

の「食育」が意味する内容なのか。 

 

Ｅ 

 「食育」の意味や説明だけでなく、

併せて国や県の取組等も記載してお

ります。 

15 ア 

 ４ページの計画策定の趣旨の９

～11行目「高齢者の食生活の･･･食

をめぐる課題への対応が引き続き

必要な状況」の記載について、食を

めぐる現状から、高齢者については

単身世帯の増加による弧食、やせの

増加は問題だと思うが、H15 年の調

査対象となった人の 10 年後の状況

である H25～27 年を比較すると食

塩摂取量は減少、肥満は結果だけを

見れば減少、朝食欠食も大きな変化

が無い様に見える。このような内容

から、第２次までのどのような対応

と結果を受けて「引き続きの対応が

必要」としているのか。 

 

Ｅ 

 第２次計画の目標達成のための指

標を記載しておりますが、目標達成

できたものは 20指標中４指標です。 

 改善されているものもあります

が、多くの指標が目標には達してお

らず、引き続き対応が必要と考えて

おります。 



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

16 ア 

 16 ページ(2)共食頻度の４行目

「朝食については若干、改善が見ら

れますが、「孤食」、「個食」の対

策が･･･」に記載の内容で、朝食の改

善について、ほとんど毎日食べる、

週に４～５日食べるが、H27 と H28

で 43.7%から 46.5%に変化している

のは、改善と言えるほどの変化なの

か。 

 また、単身世帯が増加しているた

め「弧食」の問題は推測できるが、

「個食」であることはどこから分か

るのか。 

 

Ｅ 

 新たに公表された平成 29年度のデ

ータを追加し、記載内容を修正しま

した。 

 ご指摘のとおり、記載した表は一

人で食事をする「孤食」に関連するデ

ータから作成しており、家族と一緒

の食卓に座っていてもそれぞれが好

きな料理を食べる「個食」のデータと

はなっておりません。 

 「孤食」と「個食」は、栄養の偏り

など同様の課題があると考えたた

め、並列して記述をしております。 

17 カ 

 食事バランスガイドの説明や使

用方法が記載されていないため、ど

のように活用したらよいか分から

ない。また、コマの絵の下に記載さ

れている内容は食事バランスガイ

ドの説明に必要なのか。 
Ａ 

 コラムの趣旨は、食事をとるうえ

で気をつけていただきたいポイント

３つ（バランスのよい食事、野菜の摂

取量、塩分摂取量）が重要であるとの

考えから記載しております。 

 食事バランスガイドの使用方法等

については、農林水産省、厚生労働省

のホームページでご覧いただける旨

を追記しました。 

 

18 ウ 

 「食育」は、健康づくり以外にも

目指すことがあると思うが、「健康

づくり」がメインの基本理念は食育

の推進からすると範囲が狭い印象

である。食育は食への理解や親し

み、次世代への伝承など他にもいろ

いろあるが、神奈川県の食育推進は

「健康づくり」ということでよいの

か。 

 

Ｅ 

 食育の視点や取組は多岐に渡りま

すが、県としての基本理念は、未病を

改善するための重要な柱である「食」

について、健全な食生活の実践によ

り誰もが元気に笑顔で長生きできる

神奈川を目指すこととしました。 

  



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

19 ウ 

 「健康な「体」をつくる」の指標

が多いが、食育の健康づくり以外の

成果をどのように評価するのか。 

 指標⑨、⑪、⑬、⑭、⑮、⑯はど

のようにとらえるかによって、基本

指針への振り分け方が変わるよう

に感じる。例えば指標⑨は、良い栄

養状態の維持ととらえれば「健康な

「体」をつくる」、共食で会話をし

ながら食事を食べて心を育むとと

らえれば「豊かな「心」を育む」に

なるというように。「健康な「体」

をつくる」取組と「豊かな「心」を

育む」取組を進めることが「食への

理解を深め「神奈川の食」に親しむ」

ことにつながると感じるため、基本

指針のつながりや指標の分け方が、

わかりやすく整理されると良いと

思う。 

 

Ｄ 

 基本理念を県民の皆さんがより理

解しやすいよう、３つに整理するこ

ととしました。 

 また、指標は、今後県が取組む施策

とその進捗を測るために設定し、区

分されております。 

その中で、「健康な体をつくる」に

位置づけられる取組が多く、当該指

標が他と比較して多くなっているこ

とは、神奈川県が目指す方向性から

もやむを得ないことと考えます。 

20 カ 

 和食＝日本型食生活なのだろう

か。意味することが違うと思う。 

 

Ａ 

 ご意見を踏まえ、コラムの記載内

容を修正しました。 

21 カ 

 糖質の働きより朝食の効果が記

載されている方が食べようと思う

のではないか。 

 

Ａ 

 ご意見を踏まえ、12 ページの朝食

欠食割合データの箇所に、朝食の必

要性、効果を追加しました。 

22 エ 

46 ページの「県民、団体、事業

者等に期待される取組」における

「県民は･･･」の部分で、 

【参加する】の３つの取組全てが

「理解を深める」取組となってい

るが、【知る】取組ではないか。 

 

Ｄ 

 【参加する】の取組は、農林水産

業体験や製造工場見学、あるいは食

に関する講習会などに参加し、理解

を深めていただくことを想定してお

り【知る】取組とは区分していま

す。 
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23 エ 

同じく【実践する】の部分で、 

(1) １つめの「規則正しい毎日」 

 とは何を言いたいのか。 

(2) ４つめは、食育での食品ロス 

の取組は、環境への配慮だけでな

く食べ物や生産者への感謝の気

持ちを含めたものではないのか。 

Ａ 

(1) 「規則正しい毎日」の記載を改

め「毎日、規則正しい生活をおく

り」に修正しました。 

(2) 「食べ残しを避け、材料を無駄

にしないよう計画的な買い物や食

材を使い切ることを心がけたり、

生ゴミを堆肥化したりするなど、

日ごろから食に対する感謝と環境

に配慮した生活をおくる。」に修正

しました。 

 

24 オ 

 第２次計画の成果と課題の(1)重

点目標の成果と課題に記載されて

いる最後のコメントの「３つの重点

目標はいずれも･･･下回っていま

す。」の記載について、大きく下回

っているのは朝食欠食だけで、他の

指標の現状値は大きな変動がない

か、もしくは高くなっているものが

あるように思う。 

目標を達成した・しないの基準は

どのようなものなのか。 

 

Ｅ 

 設定した目標値と最新の現状値を

比較し、判断しています。 

 具体的には、進捗率が 100％以上

になっていれば、達成したと判断し

ております。 

 なお、新たに公表された 29 年度

のデータを追加し、記載内容を修正

しました。 

25 オ 

 目標４「健全な食生活をおくるた

めの家庭環境をつくる」の課題に記

載されている内容について、マナー

の現状値は策定時と比較して大き

な変化はないように感じる。指標ウ

の 20～29歳男女と、30～39 歳男性

の朝食欠食の割合の方が問題では

ないのか。 

 

Ａ 

 ご意見を踏まえ、「朝食を欠食する

20 歳代から 30 歳代の若い世代が増

加しています。」を追加しました。 
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26 オ 

 目標６「食文化の伝承と環境に調

和した生産と消費を心がける」の課

題に記載されている内容について、

食品ロスの取組は、環境への負担軽

減だけがメインではなく、食に対す

る感謝の気持ちを深める等と同じ

ように食の循環の中のひとつであ

ると考えるが、環境への負荷軽減の

みでよいのか。 

 

Ａ 

 ご意見を踏まえ、「また、日本では、

毎年、莫大な量のまだ食べられる食

品が廃棄されています。食への感謝

の気持ちを深めるとともに、その廃

棄物処理に伴う環境への負荷軽減の

ためにも、県民一人ひとりの食品ロ

ス削減に向けた取組が求められてい

ます。」に修正しました。 

27 ア 

 計画策定の趣旨について、２次計

画により神奈川県の食育が進展し

たという評価と、次期計画でさらに

推進する趣旨を、活動してきた事業

者として支持する。 

 

Ｅ 

 お考えとして承ります。 

28 ア 

 計画の位置づけについて、引き続

き、県民に食を提供する事業者とし

ての特性を食育に活かしていきた

いと考える。 

 

Ｅ 

 お考えとして承ります。 

29 イ 

 かながわの食をめぐる現状につ

いて、神奈川・食育をすすめる会で

もデータから学び、現状の評価を共

有したいと考える。 

 

Ｅ 

 お考えとして承ります。 

30 ウ 

 神奈川県が目指す食育の方向に

ついて、県民の実践に向け、よりわ

かりやすくするとともに、策定後の

伝え方を想定し、楽しく、親しみや

すい文言を選ぶ工夫などもあると

良いかと考える。 

  

Ｃ 

 お考えとして承ります。 

 「食」に関わる様々な問題を、自分

の問題として捉えていただけるよ

う、普及啓発する際には、分かりやす

く親しみやすい言葉を使うように心

がけてまいります。 
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31 ウ 

 健康な体をつくることはもちろ

ん、豊かな心を育むことを食育の方

針に掲げている点が、神奈川・食育

をすすめる会の既存の活動と一致

し、連携しやすい方針と考える。 

 当会でも理解を深めて、健康な食

生活に向けた情報発信、食を楽し

み、心豊かにする情報発信を工夫し

たいと考える。 

 

Ｅ 

 お考えとして承ります。 

 県民の健全な食生活の実現に向け

て、引き続き貴会との連携をお願い

いたします。 

32 エ 

食育推進の施策展開について 

（１）神奈川県の食育推進の担い手

の１つとして、今後も連携をさせて

いただく所存である。食を楽しみ、

心豊かにする取組なども施策とし

て記載があるとより進めやすいと

考える。 

 

 

Ｃ 

 食を楽しみ、心豊かにする取組に

ついては、39 ページの、教育現場に

おける、かながわ産品学校給食デー

での児童の県内産食材への理解促進

や、工場見学等を通じた食を支える

生産活動への理解促進の取組、41 ペ

ージの、ふるさとの生活技術指導士

による農家の伝統的な生活技術を学

び交流を深める取組、あるいは 42ペ

ージの、かながわトントンまつりや、

花と緑のふれあいセンターにおける

農業講座等での、楽しみながら食材

に触れて親しむ機会を提供する取組

があります。 

 

33 エ 

食育推進の施策展開について 

（２）バランスアップメニューの活

用について、協議し、協力していき

たいと考える。 

 

Ｅ 

 お考えとして承ります。 

34 エ 

食育推進の施策展開について 

（３）事業者として、食の安全・安

心について、神奈川・食育をすすめ

る会各会員の立場で学び、取り組み

たいと考える。 

Ｅ 

 お考えとして承ります。 
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35 エ 

食育推進の施策展開について 

（４）引き続き、売場からの食育発

信を工夫して行くとともに、神奈

川・食育をすすめる会の会員各社の

方々自身の食育の実践に繋がるよ

う活動したいと考える。 

 

Ｅ 

 お考えとして承ります。 

36 オ 

 第３次計画を策定するにあたっ

ては、第２次計画の評価や達成度な

どの分析があった上で、９ページ

「神奈川の食をめぐる現状」と合わ

せて課題を抽出し、総括されたもの

と考えるが、素案の中ではそれが明

確でなく、「第２次計画の成果と課

題」は、56ページ〈参考〉の中の、

資料のような形ではなく、きちんと

本文に入れるべきと考える。 

Ｄ 

 今後、県民一人ひとりが「食」につ

いての理解を深め、自ら健全な食生

活を実践することで、誰もが元気に

笑顔で長生きできる神奈川を目指す

こととしており、第２次計画の成果

と課題を踏まえた計画になっており

ます。 

 なお、野菜摂取量の不足や若い世

代の朝食欠食率の増加などの課題に

ついては、第３次計画においても引

き続き取り組んでまいります。 

 

37 ウ 

 「基本理念」としてスローガンに

『楽しく食べて健康づくり～つく

る・育む・親しむ・食のみらい～』

とあり、わかりやすく、イメージし

やすいと思うが、これが基本指針で

は３つだけになり、「つくる・育む・

親しむ」を支える環境づくりの部分

が欠落しているのはおかしい。 

 行政や関係団体等で支える仕組

みづくりの指針が必要であり、第２

次計画にはあったし、それが達成さ

れたのであれば、次なる仕組みづく

りの課題があるはずであるし、例え

ば増大する中食・外食への指針作り

など課題としてあると考える。 

 

Ｃ 

 本計画に掲げた、食育の課題は多

岐に渡ると考えております。 

行政だけの取組みでは困難であ

り、これまでも民間を含めた食育活

動団体と連携して課題に取り組んで

まいりました。第２次計画に引き続

き、関係団体等と連携して、食育を推

進してまいります。 



番

号 

意見

区分 
意見の要旨 

反映

区分 
県の考え方 

38 ウ 

 「指標」は、あまりにも３つの方

針の量的なバランスが取れていな

いし、指標のグループ分けが違うも

のがあると思う。 

「つくる」の⑥ボランティアの数

は、環境づくりの項目としたほうが

ふさわしいし、⑨共食の回数は、「育

む」に入れるほうが妥当である。共

食は「つくる」に入る要素もあるが、

結果の一部であり保育や学校の現

場では、コミュニケーションや他者

への感謝の気持ちなどを育むもの

として考えられている。「育む」の

⑩給食の地場産物の使用割合は「親

しむ」に入れるほうが妥当と思う。

学校現場では地元の農家に地場産

野菜の様子を見学したり、話を聞い

たりして食育している。「親しむ」

の⑮食品ロスと⑯食品の安全性は、

３つのどの項目に入れても違和感

がある。 

マッチングの困難性は指針の不

備を表していると思う。例えば「食

のみらいを支える」という環境づく

りの柱を作り、⑥⑮⑯を指標に入れ

るのはどうか。 

Ｄ 

 基本理念を、県民の皆さんがより

理解しやすいよう、３つに整理する

こととしました。 

 また、指標は、今後県が取り組む施

策とその進捗を測るために設定し、

区分されております。その中で、「健

康な体をつくる」に位置づけられる

取組が多く、当該指標が他と比較し

て多くなっていることは、神奈川県

が目指す方向性からもやむを得ない

ことと考えます。 

39 ウ 

 指標の⑯「食品の安全性に関する

知識があると思う県民の割合」につ

いては、国のものと同じなのだが、

食品の安全性に関する知識の幅と

量が多すぎて、回答に困る項目であ

り、不正確な指標だと思う。神奈川

県の独自性として、食品表示のみに

ついて指標とすることを提案した

い。 

Ｄ 

 食の安全性に関する情報は多岐に

渡りますが、時宣に応じ、正しく判断

するためには県民の皆さんに幅広い

知識に関心を持っていただきたいと

考えております。 

 


